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６
月
は
土
砂
災
害
防
止
月
間

　
崖
崩
れ
や
地

す
べ
り
な
ど
の

土
砂
災
害
は
、

一
瞬
の
う
ち
に

尊
い
命
や
財
産

を
奪
い
ま
す
。

　
万
が
一
に
備
え
、
各
町
内
で
防

災
訓
練
の
実
施
や
土
砂
災
害
の
危

険
箇
所
・
避
難
経
路
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
大
雨
の
際
に
は
土
砂

災
害
の
避
難
目
安
と
な
る
「
土
砂

災
害
警
戒
情
報
」
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。
県
の
「
土
砂
災
害
警
戒

情
報
シ
ス
テ
ム
」（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
「
新
潟　
土
砂
災
害
」
と
検

索
）
で
、
土
砂
災
害
情
報
を
知
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
山
や
崖
な
ど
で
異
常
を

見
つ
け
た
と
き
は
、
問
い
合
わ
せ

先
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

問
河
川
海
岸
砂
防
課（
☎
０
２
５・

５
２
０
・
５
７
８
０
）、
各
総
合

事
務
所
、
上
越
地
域
振
興
局
妙
高

砂
防
事
務
所
（
☎
０
２
５
５
・
７

２
・
４
１
４
２
）

日
本
赤
十
字
社
に
加
入
を

　
日
本
赤
十
字

社
で
は
、
国
内

外
の
被
災
地
に

お
い
て
、
医
療

救
護
活
動
や
救
援
物
資
の
配
付
、

義
援
金
の
募
集・受
け
付
け
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
活
動
を
支
援
す
る

た
め
、
日
本
赤
十
字
社
へ
の
加
入

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

費
協
力
金
＝
５
０
０
円
（
目
安
）　

申
問
福
祉
課
（
☎
０
２
５
・
５
２

０
・
５
６
９
３
）
※
加
入
の
申
し

込
み
は
、
町
内
会
に
取
り
ま
と
め

を
お
願
い
し
て
い
ま
す

戦
没
者
な
ど
の
ご
遺
族
の
皆
さ
ん
へ 

第
12
回
特
別
弔
慰
金
を
支
給
し
ま
す

　
戦
没
者
な
ど
の

死
亡
当
時
の
ご
遺

族
で
、
令
和
７
年

４
月
１
日
に
お
い

て
公
務
扶
助
料
や

遺
族
年
金
な
ど
を

受
け
る
人
が
い
な
い
場
合
に
、
次

の
順
番
に
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族

お
一
人
に
特
別
弔
慰
金
（
額
面
27

万
５
千
円
、
５
年
償
還
の
記
名
国

債
）
を
支
給
し
ま
す
。

対
戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
で

１　
弔
慰
金
受
給
権
者

２　
戦
没
者
な
ど
の
子

３　

 

戦
没
者
な
ど
の
①
父
母
②
孫

③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹
※
戦

没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
、
生

計
関
係
を
有
し
て
い
る
な
ど

の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
よ
り
、
順
番
が
入

れ
替
わ
り
ま
す
。

４　

 

１
～
３
以
外
の
戦
没
者
な
ど

の
三
親
等
内
の
親
族
（
甥
、

姪
等
）
※
戦
没
者
な
ど
の
死

亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以

上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い

た
人
に
限
り
ま
す
。

申
６
月
上
旬
に
前
回
受
給
者
の
世

帯
へ
ご
案
内
し
ま
す　
問
福
祉
課

（
☎
０
２
５・５

２
０
・
５
６
９

３
）、
ま
た
は

各
総
合
事
務
所

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿

へ
の
登
録
を

　
災
害
時
の

安
否
確
認
や

避
難
所
ま
で

の
誘
導
な
ど

の
支
援
を
迅

速
か
つ
円
滑

に
行
う
た

め
、
支
援
が

必
要
な
人
の

登
録
を
行
っ
て
い
ま
す
。
名
簿
は

町
内
会
や
警
察
署
、
消
防
署
、
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
提

供
し
、
災
害
時
に
お
け
る
避
難
支

援
に
役
立
て
ま
す
。
登
録
を
希
望

す
る
人
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

対
本
人
や
家
族
の
支
援
だ
け
で
は

避
難
所
へ
行
く
こ
と
が
困
難
な
在

宅
の
人
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当

て
は
ま
る
人

・
65
歳
以
上
の
人
の
み
の
世
帯

・ 

介
護
保
険
で
要
介
護
３
以
上
の

認
定
者
、
障
害
の
あ
る
人
、
難

病
の
あ
る
人
な
ど　

申
地
域
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員

を
経
由
し
て
登
録
申
請
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
※
登
録
に
は
個

人
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
同

意
の
記
載
が
必
要
で
す　
問
生
活

援
護
課
（
☎
０
２
５
・
５
２
０
・

５
６
９
７
）

地
域
支
え
合
い
事
業
を 

実
施
し
て
い
ま
す

　
各
地
域
自
治
区
（
2８
区
）
に
通

い
の
場
を
設
け
、
高
齢
者
の
閉
じ

こ
も
り
予
防
や
交
流
、
生
き
が
い

づ
く
り
、
介
護

予
防
な
ど
を
目

的
と
し
た
、「
す

こ
や
か
サ
ロ

ン
」
や
「
介
護

予
防
教
室
」
を

実
施
し
て
い
ま

す
。

問
高
齢
者
支
援

課（
☎
０
２
５・

５
２
０
・
５
７

０
４
）

５
月
31
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー 

～
５
月
31
日
～
６
月
６
日
は
禁
煙
週
間
～

●
た
ば
こ
と
健
康

　
喫
煙
は
、
脳

卒
中
や
心
臓
病

な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
生
活
習
慣

病
の
発
症
や
多

く
の
が
ん
の
原
因
に
な
る
こ
と
が

明
ら
か
で
す
。
た
ば
こ
の
煙
に
さ

ら
さ
れ
る
受
動
喫
煙
に
よ
っ
て
非

喫
煙
者
の
健
康
に
悪
影
響
を
与
え

る
こ
と
も
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
た
め
、
そ
し
て
周
り
の
人

の
た
め
に
も
禁
煙
に
取
り
組
ん
で

み
ま
せ
ん
か
。

●
禁
煙
に
向
け
た
強
い
味
方
「
禁

煙
外
来
」

　
禁
煙
は
、
自
力
で
も
可
能
で
す

が
、
禁
煙
治
療
を
受
け
た
方
が
、

比
較
的
安
価
で
楽
に
成
功
で
き
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
禁
煙
年
数

な
ど
に
よ
り
保
険
も
適
用
さ
れ
ま

す
。
禁
煙
の
成
功
に
向
け
て
禁
煙

外
来
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
※
県

内
の
禁
煙
外
来
の
あ
る
医
療
機
関

は
、「
健
康
に
い
が
た
21
」
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い

問
健
康
づ
く
り

推
進
課
（
☎
０

２
５
・
５
２
０
・

５
８
４
１
）

詳しくは

詳しくは

詳しくは


